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資料１



実店舗
事業者

オンライン上
事業者

実店舗利用
消費者

オンライン上
消費者

売り手の
消費者

オンライン上
売り手の消費者

買い手の
消費者

オンライン上
買い手の消費者

（適用法令）

（適用法令）
（適用法令）

・特商法
・広告表示に関する規制(景表法等)

・割賦販売法※
・関連業法(旅行業法、貸金業法等)※

・特商法、業法(道路運送法、
旅行業法、旅館業法等)※

・電子消費者契約法

（適用法令）

・民法・薬機法・健康増進法

プラットフォーム事業者

（適用法令） （適用法令）

・消費者契約法
・電子消費者契約法

（適用法令）

・民法

・特定商取引法、業法（道路運送法等）※

（適用法令）

・消費者契約法

（適用法令）

・消費者契約法※

※・・場合により適用対象となりうる。

（適用法令）

・消費者契約法

主な検討対象範囲
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